
議案第 50号  

 

西宮市立公民館条例の一部を改正する条例制定に関する意見決定の件 

 

西宮市長が西宮市立公民館条例の一部を改正する条例を制定するに当たり、社会教育法第

８条の２第１項の規定に基づき提示すべき意見について、別紙のように決定する。 

 

令和７年２月５日提出 

 

西宮市教育委員会     

教育長 藤 岡 謙 一 

 

 

（参考１） 

〇社会教育法（抄） 

第８条の２ 特定地方公共団体の長は、特定事務のうち当該特定地方公共団体の教育委員会の所管に属する学校、社会教育施設

その他の施設における教育活動と密接な関連を有するものとして当該特定地方公共団体の規則で定めるものを管理し、及び執

行するに当たつては、当該教育委員会の意見を聴かなければならない。 

 

（参考２） 

〇社会教育法に基づく特定事務を定める規則（抄） 

（対象事務） 

第２条 法第８条の２第１項に規定する規則で定める特定事務は、次に掲げる事務とする。 

(１) 西宮市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例（平成２５年西宮市条例第１８号）第１号に規定する特定

社会教育機関（以下「特定社会教育機関」という。）の設置及び廃止に関する事務 

 

（参考３） 

〇西宮市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例（抄） 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」という。）第２３条第１項の規定に基づ

き、市長は、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。 

(１) 図書館、郷土資料館及び公民館（以下「特定社会教育機関」という。）の設置、管理及び廃止に関すること（法第２１

条第７号から第９号まで及び第１２号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。） 
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（別 紙） 

 

   西宮市立公民館条例の一部を改正する条例制定に関する意見 

 

 西宮市立公民館条例の一部を改正する条例の制定については、異議ありません。 

 

  令和７年２月５日 

 

西宮市教育委員会  
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西生学企発第 14号  

令和７年１月 24日  

（2025 年）     

 

西宮市教育委員会 様 

西 宮 市 長  

石 井 登志郎  

 

西宮市立公民館条例の一部を改正する条例制定に関する意見照会について 

 

 西宮市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例（平成２５年西宮市条例第

１８号）に基づき、西宮市長は公民館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、

及び執行しております。 

 現在、建て替えのため休館している越木岩公民館は、隣接する図書館等を複合し、

新たな地域拠点施設「（仮称）越木岩センター」として整備予定であるため、令和７年

３月定例議会において、西宮市立公民館条例（昭和３６年西宮市条例第１１号）の一

部を改正し、本条例の公布の日をもって越木岩公民館を廃止する予定です。 

 つきましては、社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第８条の２第１項の規定

及び社会教育法に基づく特定事務を定める規則（令和２年西宮市規則第６０号）第２

条第１号の規定に基づき、教育委員会のご意見を伺います。 

 

以 上   
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西宮市立公民館 新旧対照表（抜粋） 

旧 新 

第１条 略 

 

第２条（名称及び位置） 

公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 （略） 

西宮市立神原公民館 西宮市神原６番１１号 

西宮市立越木岩公民館 西宮市樋之池町５番２９号 

 （略） 

 

第３条～第７条 略 

第１条 略 

 

第２条（名称及び位置） 

公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 （略） 

西宮市立神原公民館 西宮市神原６番１１号 

削除 

 （略） 

 

第３条～第１０条 略 

 

別表 

公民館の

名称

室名 使用料

（１区分当たり）

（略） （略） （略）

西宮市立

神原公民

館

講堂 ７５０

集会室 ３５０

和室 ３５０

実習室 ３５０

西宮市立

越木岩公

民館

講堂 １，２５０

第１集会室 ３５０

第２集会室 ４５０

第３集会室 ５００

和室 ５００

実習室 ４５０

（略） （略） （略）

 

 

別表 

公民館の

名称

室名 使用料

（１時間３０分当たり）

（略） （略） （略）

西宮市立

神原公民

館

講堂 ７５０

集会室 ３５０

和室 ３５０

実習室 ３５０

削除

削除 削除

削除 削除

削除 削除

削除 削除

削除 削除

削除 削除

（略） （略） （略）
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旧 新 

備考 略 備考 略 

 

 

【付則に追記】 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

（略） 

以上 
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